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令和８年度 国際物流拠点産業集積地域那覇地区解体等調査業務 
仕様書 

 
令和８年３月 24日 

本業務は、令和８年度沖縄県当初予算の成立を前提とした年度開始前の事前準備手続

きであり、予算成立後に効力を生じる事業です。 

県議会において当初予算案が否決若しくは修正された場合は契約の一部又は全部を

締結しないことがありますので、あらかじめご了承下さい。 

本仕様書に記載の業務内容は、企画提案のために設定したものであり、実際の委託契

約の仕様書とは異なる場合がある。 

企画提案書が入選した場合においても、提案のあった内容をすべて実施することを保

証するものではなく、変更を求める場合もある。 

本仕様書記載の委託業務の内容については、実施段階において、諸事情によって変更

することがある。 
企画提案の内容が県の求める基準に達していない場合は、「選定者なし」とする場合が
ある。 
 
１ 委託業務の名称 

令和８年度 国際物流拠点産業集積地域那覇地区解体調査業務委託 
 

２ 委託期間 契約締結の日から令和９年３月３１日（火）まで 
 

３ 事業目的 

国際物流拠点産業集積地域那覇地区（以下「那覇地区」という。）は那覇空港に

隣接し、那覇港とも至近距離に位置し、臨空・臨港型産業の集積に適した立地に 

 あるが、那覇地区の一部施設については建設から 35年以上が経過し、老朽化等が

著しいことから、解体を検討している。 

本業務では、那覇地区内の１号棟、２号棟、ゲート棟、エレベーター棟の解体計

画や解体に伴う電気設備等の改修計画及び解体跡地の一時的な利活用計画等を策

定するものである。 

なお、那覇地区は那覇港湾施設内に位置しており、跡地利用計画の策定が予定さ

れていることを踏まえ、解体跡地の利活用計画は当面の間の活用とする。 
 

４ 事業概要 

(1)敷地条件・法令等の整理 

(2)解体計画の策定 

(3)改修計画の策定 

(4)解体跡地の一時的な利活用計画の策定 

(5)概算事業費の算出について 

(6)那覇地区の収支計画の策定 

(7)事業スケジュール（案）の策定 

(8)関係機関等との協議支援等 

(9)その他、必要な諸条件の整理 
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５ 業務内容 
(1)敷地条件・法令等の整理 

那覇地区が那覇港湾施設内に位置することを踏まえ、関係法令、留意すべき 
条件等、必要な諸手続きを整理すること。 

(2)解体計画の策定 
  解体計画の策定に当たっては、１号棟及びゲート棟の解体後に２号棟エレベー

ター棟を解体する計画とする。 
 
 ①工事概要の整理 

解体施設の概要、工事場所、工事範囲、解体方法、工期等、工事概要を整理す

ること。 
②アスベスト調査 

  アスベスト調査を実施し、アスベスト除去について、仮設工事、環境対策、  
工期、コスト等の影響を比較検討した資料を作成し、アスベスト除去工法を
選定すること。但し、アスベスト調査は１号棟及びゲート棟において実施し、 
２号棟及びエレベーター棟は１号棟と同程度のアスベストを含有するものと
して想定する。 

  ③残置物等の調査 
  解体に伴い撤去処分が必要な設備機器等について、既往資料と十分な現地目

視確認を行い、数量調査と処理費用を算定すること。 
 ④周辺環境への対策 

  解体により周辺環境（道路、水路、隣接建物）に影響を与える恐れがある場
合はその対応策を検討すること。 

(3)改修計画の策定 
解体に伴い必要な以下の改修工事等について整備計画を策定すること。 

  ①電気供給ルート 
  ➁上水・排水・消火設備の供給ルート 
  ③管理事務所（現況は２号棟に設置） 

④警備室（現況はゲート棟に設置） 
⑤その他、解体に伴い必要と考えられる改修工事や調査等 

(4)解体跡地の一時的な利活用計画の策定 

解体跡地の利活用計画を策定すること。但し、利活用の期間は解体跡地に施
設の建設工事に着手するまでの当面の間として検討すること。 

  ①市場調査 
    解体跡地の利活用について、市場調査を実施し、ニーズを把握すること。 
  ➁利活用計画の策定 

市場調査結果を踏まえ、解体跡地に期待される機能を整理し、利活用計画を
策定すること。 

(5)概算事業費の算出について 

上記(1)から(4)に基づき、概算事業費を算出すること。工事費等の算出方法を

記載し、適正な価格を採用すること。 

(6)那覇地区の収支計画の策定 

解体跡地の一時的な利活用を含めた事業収支の概略を検討し、那覇地区特別会

計の収支分析、収支シミュレーションを行い、収支計画書を策定すること。 
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 (7)事業スケジュール（案）の策定 

事業の実施にあたって、必要な許認可手続き、調査等について確認し、事業ス

ケジュール（案）を作成すること。 

(8)関係機関等との協議支援等 

  ①協議支援 

沖縄県が関係機関等との協議の際に、必要に応じて受託者も同席し、助言等

を行うこと。 

  ➁資料作成 

関係機関等の調整に必要な資料を作成し、必要に応じて、資料を英語に翻訳

すること。 

(9)その他、必要な諸条件の整理 

①関係法令、各種届出、必要な諸手続きを整理すること。 

➁事業実施にあたり調整が必要な項目等を整理すること。 

③その他、効果的な取組。 

(10)調査報告書の作成 

(11)打ち合わせ協議 

(12)その他、効果的な取組  

 

６ 成果品の提出 

⑴ 報告書（Ａ４版、縦型、横書き、左綴じ、簡易製本） 20部 

⑵ 報告書概要版                   20部 

⑶ 電子データ（CSV、Word、PDF）           一式 

⑷ 各種資料（業務上作成又は入手した資料）      一式 

※成果物については、県がオープンデータとして取り扱うことができるよう、

次の事項に留意すること。 

① 本事業で実施した調査等に係るデータについては、オープンデータを前提と

して極力構造化することとし、CSVファイル（文字コード：UTF-8（BOM無し））

も提出すること。（図・表等に集計前データを含む。） 

② PDFファイルについては、文字列検索ができるようなデータ形式とすること。 

また、可能な限り、目次からのジャンプ機能やしおり機能を付加すること。 

③外部からの引用したデータが含まれる場合は、その引用元を明確にした上で 

リンクを設定し、可能な限り、引用元に対して二次利用することを含めて利用 

許諾を得ること。 

  ④本委託業務より得られた成果物、資料、情報等は、委託者の許可なく、他に公 

表、貸与、使用、複写、漏えいしてはならない。 

 ⑤業務完了後に受託者の責めに帰すべき理由による成果物の不良箇所があった 

場合は、速やかに必要な訂正、補足等の措置を講ずることとする。その際に 

発生した経費については受託者の負担とする。 

 ⑥成果物等の著作権及び所有者は、沖縄県に帰属するものとする。ただし、本委 

託業務の実施にあたり、第三者の著作権等その他の権利に抵触するものについ 

ては、受託者の責任をもって処理すること。 
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７ 再委託に関する制限等 
(1) 再委託の範囲 

契約の一部を第三者に委任し、又は請負わせようとするとき（以下「再委託」
という）は、以下の業務については県の事前承認を受けて、再委託を行うこと 
ができる。 

  (ｱ)アスベスト調査に係る業務 

  (ｲ)その他、県と協議の上、再委託承認が必要と認められるもの 

 (2) 一括再委託の禁止 

受託者は契約の全部の履行を一括又は分割して第三者に委託し、又は請け

負わせてはならない。また、以下に定める「契約の主たる部分」については、

その履行を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、これによ 

り難い特別な事業があるものとしてあらかじめ県が書面で認める場合はこれ

と異なる扱いをすることがある。 

    (ｱ)契約金額の 50％を超える業務 

(ｲ)企画判断、管理運営、指導監督、確認検査などの統轄的かつ根本的な業務 

 (3)簡易な業務の再委託 

   再委託の範囲に記載された事項に関わらず、以下の簡易な業務については、 

事前の承認を要さずに再委託を行うことができる。 

(ｱ)資料の収集・整理 

(ｲ)複写・印刷・製本 

(ｳ)議事録作成、原稿・データ入力及び集計 

(4)再委託の相手方の制限 

再委託の相手方は、本契約の公募に参加していた者、指名停止措置を受けて

いる者、暴力団または暴力団と密接な関係を有する者を選定することはでき

ない。 

 

８ その他の留意事項 

(1)基本的に２週間に１回業務打合せを行い、打合せの議事録を作成すること。 

(2)令和８年９月末を目処に解体及び改修工事の概算工事費をまとめ、2月末を目途

に報告書の素案をまとめること。 

(3)受託者は業務遂行にあたって、県と緊密な連携をもって行うこと。 

(4)本仕様書に明記されない事項で、当然に具備されなければならない事項は、これ

を省略してはならない。 

(5)本仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、県と受託者の双方が協議

して定めるものとする。 
 
 


